
とりぎんの  いま 平成28年度決算のご報告 FINANCIAL HIGHLIGHTS

業績ハイライト
◦	預金については、個人預金や法人預金を中心として順調に増加した結果、平成29年3月末の残高は9,268億円となりました。
◦	貸出金は、中小企業向け貸出のほか、住宅ローンを中心とした個人向け貸出も順調に増加した結果、平成29年3月末の残高は
7,389億円となりました。
◦	業容は順調に推移しておりますが、貸出金利息や有価証券利息配当金等の資金運用収益が減少したほか、与信関連費用や営
業経費が増加した結果、経常利益は5年ぶりの減益となりました。
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業務純益22億円

臨時収益3億円 
株式売却益等

益利用費益収

業務粗利益129億円

コア業務純益12億円
銀行の本来業務から得られる利益

経費109億円 
人件費、物件費、税金

一般貸倒引当金繰入△1億円

業務純益22億円
一般企業の営業利益に相当

国債等債券関係損益8億円 

振込手数料・ATMの利用手数料や
投資信託の販売手数料等

役務取引等収益24億円 

その他業務収益8億円 
国債等債券の売買益や償還益、
外国為替売買益等

普通預金や定期預金等の各種
預金に支払う利息等

資金調達費用9億円 

振込関係の支払手数料、団体信用
生命保険料等

役務取引等費用13億円 

国債等債券の売却損や償還損等
その他業務費用1億円 

役務取引等利益
11億円

資金利益
110億円

一般企業の売上総利益に相当
業務粗利益129億円

資金運用収益120億円
事業資金や個人ローン等の利息や
有価証券の利息・配当金等

その他業務利益
7億円

経常利益19億円

特別利益－億円 

臨時費用6億円 
個別貸倒引当金繰入、貸出金償却、
株式売却損・償却等

当期純利益12億円

経常利益19億円

法人税等調整額△2億円 

特別損失0億円 
法人税等9億円 

（平成29年3月期）
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とりぎんの  いま 平成28年度決算のご報告 コーポレート・ガバナンス	の	状況FINANCIAL HIGHLIGHTS CORPORATE GOVERNANCE

用 語 解 説

安全性・健全性
 　自己資本比率（単体）　 
　国内基準の4％を大きく上回っています。
　当行単体の平成29年３月末の自己資本比率は9.58％
となっており、この水準は国内基準で必要とされる４％を
大きく上回る健全な水準を引き続き維持しております。

（%）
16

12

8

4

0

国内基準

自己資本比率 （単体）

10.7610.65

平成27年3月末 平成28年3月末

9.58

平成29年3月末

 　不良債権の状況（単体）　 
　平成29年3月末の金融再生法に基づく不良債権の総
額は113億円であり、不良債権の総与信に占める割合は
前期末比0.07ポイント低下の1.49％となりました。なお、
不良債権に対する保全比率は80.68％となり、引き続き
十分な引当・保全状況を維持しております。
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金融再生法開示債権および保全状況
（単位：百万円）

債権額（a） 担保・保証等（b） 引当額（c） 保全率（b+c）÷a
破産更生債権およびこれらに準ずる債権 1,606 1,273 332 100.00％
危 険 債 権 8,276 5,588 1,343 83.76％
要 管 理 債 権 1,438 551 44 41.38％
小 計 11,321 7,412 1,720 80.68％
正 常 債 権 745,280 （平成29年3月31日現在）
合 計 756,601

　自己資本比率とは、リスクアセット等（貸出金などの資産）に対する自
己資本（資本金など）の割合を示したもので、銀行経営の安全性・健全
性を示す重要な指標の一つとされています。
　海外に営業拠点を有する銀行は「国際統一基準」により自己資本比
率を8％以上保つことが、海外に営業拠点を持たない銀行は「国内基
準」により4％以上を保つことが義務づけられています。当行は「国内
基準」を適用しています。

破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先。

実質破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、実質的には経営破綻に陥って
いる先。

破綻懸念先 経営破綻の状況ではないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先。

要管理先 要注意先のうち、債権の全部または一部が3ヵ月以上延滞債権もしくは貸出条件緩和債
権に該当する先。

要注意先 業況が不安定、財務内容に問題があるなど、今後の管理に注意を要する先。
正常先 業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がない先。

破産更生債権および
これらに準ずる債権

	破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の
申し立て等の事由により経営破綻に陥っている
債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権。

危険債権
	債務者が経営破綻の状態には至っていないが、
財政状態および経営成績が悪化し、契約に従っ
た債権の元本の回収および利息の受取りがで
きない可能性の高い債権。

要管理債権 	3ヵ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権。

正常債権
	債務者の財政状態および経営成績に特に問題
がないものとして、破産更生債権およびこれら
に準ずる債権、危険債権、要管理債権以外のも
のに区分される債権。

破綻先債権

元金または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元金ま
たは利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出
金（以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、会社更生法、民事再生法、破産法、
商法などの法律上の申立てがあった債務者、または手形交換所の取引停止処分を受け
た債務者に対する貸出金。

延滞債権 未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金。

3ヵ月以上
延滞債権

元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している貸出金で破綻先
債権および延滞債権に該当しないもの。

貸出条件
緩和債権

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし、金利の減免、利息の支払猶予、元金
の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債
権、延滞債権および3ヵ月以上延滞債権に該当しないもの。

自己資本比率 自己査定における債務者区分の用語説明

金融再生法に基づく開示債権の用語説明 リスク管理債権の用語説明

 　コーポレート・ガバナンスの状況について　 

基本的な考え方

施策の実施状況

　当行は、長期安定的な企業価値の向上を図るために、コー
ポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として認識し、
株主の皆さまやお客さまをはじめ、地域社会、お取引先、従業

員等の全てのステークホルダーと良好な関係を築くとともに、
取締役・監査役制度を軸に迅速で透明性を重視した企業経
営に努めております。

　当行の取締役会は、社外取締役３名を含む８名の取締役（平
成29年7月1日現在）で構成され、毎月の定時取締役会のほ
か、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定め
られた事項や経営に関する基本方針を決定するとともに、適
時適切に業務執行に関する報告を求め、業務執行に関する監
督機能を果たしております。
　また、業務執行の迅速化及び機能化を目的に、平成14年１
月より「執行役員制度」を導入するとともに、主に常務執行役
員以上で構成する「経営会議」を設置（原則月３回開催）し、経
営の意思決定・監督を行う取締役の機能と業務執行を行う執
行役員の機能を分離し、それぞれの役割と責任の明確化及び
効率的な経営の実現に努めております。経営会議は、取締役
会付議事項の立案を行い、取締役会の決定した基本方針に基
づいてその総合的執行方針を確立するため、経営に関する重
要な事項を協議決定し、併せて業務執行の全般的統制を行っ
ております。

　さらに、役員人事並びに報酬等の透明性を高め適正な組織
運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた「役
員人事報酬委員会」を設置しております。
　当行は社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営
監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を
採用しており、社外監査役２名を含む４名の監査役（平成29年
7月1日現在）からなる監査役会（原則月１回開催）が取締役の
職務執行状況を監査しているほか、経営会議や行内の主要会
議・各種委員会には常勤監査役が出席し、意思決定のプロセ
スや取締役の職務執行状況を監査しております。
　また、独立役員である社外取締役も選任しており、経営の
透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を
図っております。
　業務執行・経営の監視の仕組みについては、以下の図のと
おりであります。

業務執行・経営の監視の仕組み

監査 
取 締 役 会

監 査 役 会

株 主 総 会

選
任・解
任

選
任・解
任

法令上・経営に
関する重要事項

業務執行に
関する重要事項

役員人事並びに
報酬等に関する事項執 行 役 員

（業務執行担当者）

経 営 会 議
役員人事
報酬委員会

取締役の
職務執行監査

12 13


